「西宮市スポーツ推進審議会」一般公募委員募集要項


1. 
2. 趣旨・目的
西宮市では、本市におけるスポーツ推進施策について意見及び提言を求め、本市のスポーツ推進に資することを目的としてスポーツ推進審議会を設置している。
現委員の任期が令和８年５月31日までであることから、次期委員のうち２名について、一般公募を実施する。募集の詳細については以下を参照のこと。

3. 募集人数
２名

4. 応募資格
令和８年６月１日現在で、次の要件を全て満たす者。
1 本市に在住、在勤及び在学する満20歳以上の者
2 西宮市のスポーツ推進に携わりたい者
3 本市の他の審議会等の委員でない者
4 本市の職員又は市議会議員でない者

5. 提出方法
応募者は公募委員申込書（裏面）に応募理由等の必要事項を記入の上、「今後西宮市のスポーツ推進施策に求められること」をテーマに小論文（1,200字以内）を作成・添付し、提出期限までに持参、郵送（当日消印有効）若しくはE-mailにより提出すること。

6. 提出先
郵送：〒662-8567　西宮市六湛寺町10番３号　市役所８階　文化スポーツ課
E-mail：vo_k_shatai@nishi.or.jp

7. 小論文の留意点
1 小論文の冒頭には見出しと氏名、作成日を、末尾には文字数を記載すること。
2 文字数には句読点を含め、空白は含めないこと。
3 文字数のカウントは本文のみとし、見出し、氏名、作成日及び文字数表記はカウントしないこと。

8. 提出期限
令和７年12月5日（金）午後５時30分

9. 活動内容及び報酬
当審議会に出席し、本市のスポーツ推進・生涯スポーツ社会の実現のための施策の現状とあり方について、市民の立場から意見や提言を行う。当審議会の開催は、平日執務時間中、年間３～４回程度を予定している。
当審議会の出席者には、条例（「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例」）にもとづき報酬として１日あたり12,400円（税込）を支払う。

10. 任期
令和８年６月１日から令和10年５月31日までの２年間

11. 選考方法
公募委員申込書及び小論文により書類審査を行い、必要と判断した場合には面接選考を行う。

12. その他
選考結果については、合否のみを応募者本人あてに文書で通知する。応募書類については返却しないので留意すること。

お問合せ先
担当：角柿・植田　TEL：0798-35-3567




西宮市スポーツ推進審議会公募委員申込書
年　　月　　日提出
	名　　前 (ふりがな)
	
	男・女
	生年月日
	

	住　所
	〒
	電話番号
	

	
	
	日中の連絡先
	

	
	
	FAX
	

	E－mail
	

	職　業
	

	勤務（在学）先等
	名　称
	

	
	住　所
	〒



	　

略歴（ボランティア等の経験を含む）

	年　月
	内　　　　　　　容

	
	




	





	
	

	


	応募理由
	


□応募者は、以下のテーマについての小論文（1,200字以内）を提出してください。
・ テーマ 「今後西宮市のスポーツ推進施策に求められること」
